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【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  37/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  41/32     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  15/02     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  15/05     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ  37/02    　　　Ｌ
   Ｈ０５Ｂ  41/32    　　　Ｒ
   Ｈ０５Ｂ  41/32    　　　Ｄ
   Ｇ０３Ｂ  15/02    　　　Ｇ
   Ｇ０３Ｂ  15/05    　　　　
   Ｈ０４Ｎ   5/238   　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月14日(2013.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学照射装置（１）において、
　放射検出器（１０）と第１の光源（２１）と第２の光源（２２）とを備え、
　前記放射検出器（１０）は半導体チップと光学フィルタを含み、所定のスペクトル感度
分布を有しており、
　前記第１の光源（２１）は白色放射を発生し、
　前記第２の光源（２２）は可視スペクトル領域において単色放射を発生し、前記第１の
光源（２１）から送出された放射と、該第２の光源（２２）から送出された放射が重畳さ
れて、所定の波長スペクトルを有する混合放射が生成され、
　該混合放射の波長スペクトルは、前記放射検出器（１０）のスペクトル感度分布に整合
されており、前記混合放射の波長スペクトルは、前記放射検出器（１０）のスペクトル感
度から平均して最大で４０％隔たっており、
　前記放射検出器（１０）のスペクトル感度分布は、人間の目のスペクトル感度分布に整
合されていることを特徴とする、
　光学照射装置。
【請求項２】
　前記混合放射の波長スペクトルの経過特性および色再現性が、前記放射検出器（１０）
のスペクトル感度分布の経過特性および色再現性に整合されている、請求項１記載の光学
照射装置。
【請求項３】
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　前記混合放射の波長スペクトルは、可視スペクトル領域において連続的なスペクトルを
有する、請求項１または２記載の光学照射装置。
【請求項４】
　前記第１の光源（２１）は発光ダイオードチップである、請求項１から３のいずれか１
項記載の光学照射装置。
【請求項５】
　前記第２の光源（２２）は、赤色スペクトル領域において単色放射を送出する発光ダイ
オードチップである、請求項１から４のいずれか１項記載の光学照射装置。
【請求項６】
　可視スペクトル領域において単色放射を発生する第３の光源（２３）が設けられており
、該第３の光源（２３）の単色放射は、前記第２の光源（２２）の単色放射とは異なる、
請求項１から５のいずれか１項記載の光学照射装置。
【請求項７】
　可視スペクトル領域において単色放射を発生する第４の光源が設けられており、該第４
の光源の単色放射は、前記第３の光源（２３）の単色放射および前記第２の光源（２２）
の単色放射とは異なる、請求項６記載の光学照射装置。
【請求項８】
　前記第１の光源（２１）は、白色放射を送出する第１の発光ダイオードチップであり、
前記第２の光源（２２）は、赤色スペクトル領域の放射を送出する第２の発光ダイオード
チップであり、前記第３の光源（２３）は、緑色スペクトル領域の放射を送出する第３の
発光ダイオードチップであり、前記第４の光源は、青色スペクトル領域の放射を送出する
第４の発光ダイオードチップである、請求項７記載の光学照射装置。
【請求項９】
　白色放射を発生させるために前記第１の光源（２１）が２つだけ設けられており、該２
つの第１の光源（２１）の間に第２の光源（２２）が１つだけ設けられている、請求項４
または５記載の光学照射装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項記載の光学照射装置（１）が設けられている光学記録装
置。
【請求項１１】
　光学記録装置は、移動電話機、カメラ、ビデオカメラのいずれか１つの機器である、請
求項１０記載の光学記録装置。
【請求項１２】
　前記第１の光源（２１）はフラッシュライトである、請求項１０または１１記載の光学
記録装置。
【請求項１３】
　前記第２の光源（２２）は、オートフォーカス機構のための照明として用いられる、請
求項１０から１２のいずれか１項記載の光学記録装置。
【請求項１４】
　前記第２の光源（２２）は撮影インジケータとして装備されている、請求項１０から１
２のいずれか１項記載の光学記録装置。
【請求項１５】
　前記第２の光源（２２）は、赤目現象を低減させるプリフラッシュである、請求項１０
から１２のいずれか１項記載の光学記録装置。
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